
（２６）ア ー チ ェ リ ー

令和３年度 第５６回群馬県高等学校総合体育大会アーチェリー競技会
兼 第４２回関東高等学校アーチェリー大会群馬県予選会

１．期 日 令和３年５月１４日（金）～１５日（土）
第１日(１４日) 女子予選ラウンド 決勝ラウンド
第２日(１５日) 男子予選ラウンド 決勝ラウンド

１４日女子 １５日男子
受 付 ８：４５
開会式 ９：４５
競 技 １０：００～１５：３０
閉会式 １６：００

２．会 場 ＡＬＳＯＫぐんまアーチェリー場
前橋市関根町８００ TEL 027-234-1200

３．競 技 規 定 ・(公社)全日本アーチェリー連盟競技制定の規則による。
・全国高体連アーチェリー競技専門部制定の服装規定に準ずる。
・競技種目は７０ｍラウンドで予選・決勝ラウンドを行う。

４．新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策
(1)群馬県高等学校体育連盟作成の「新型コロナウイルス感染症に係る群馬県高体連
主催大会等実施ガイドライン」に沿った対策を講じるとともに、細部については
各競技団体作成のガイドラインや群馬県作成の「新型コロナウイルス感染症に係
る県主催イベント等開催ガイドライン」に準じた万全の対策を講じること。

(2)会場に入場する前に、選手は顧問による健康観察および検温を受け、各校で作成
した健康状態申告書を受付事務所に提出してから入場すること。マスクを着用し
手指の消毒も必ず行うこと。

(3)行射中以外は特別な場合を除いて原則マスク着用とする。
(4)行射する選手の間隔は１ｍ以上あける。
(5)大会後、2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、大会管理者に
速やかに報告すること。

(6)撤収前に使用した的、机、椅子およびドアノブ等の消毒を行う。
(7)感染対策、安全対策についての指示に従わない選手は退場させる場合がある。
(8)会場内では、観覧席以外の食事を禁止する。

５．競 技 方 法 ・予選ラウンドの上位３６名が決勝ラウンドに進める。
・１標的４名の２立制とする。（ただし参加人数によって変更する場合がある。）
・４分６射ごとに採点・矢取りを行う。
・個人、団体とも予選ラウンドからの通算得点で順位を決する。団体は各校上位
３名の得点を合計する。

６．引率・監督 (1)引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は
校長の認める学校の職員とする。（但し、公立学校にあっては教員とする。）
また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（学校教育法施行規則第７８
条の２に示された者）も可とする。但し、「部活動指導員」に引率を委嘱する校
長は、県高体連会長に事前に届け出ること。

(2)監督は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険
（スポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。

７．参 加 資 格 (1)選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）
に在籍する生徒であること。

(2)本連盟アーチェリー競技専門部の登録者であり、(公社)全日本アーチェリー連盟
に会員登録したもの。

(3)年齢は平成１４年４月２日以降に生まれた者とする。但し、出場は同一競技３回
までとし、同一学年での出場は１回限りとする。

(4)チ―ムの編成は、全日制課程、定時制課程、通信制課程の生徒による混成は認
めない。



(5)転校後６ヶ月未満のものは参加を認めない。但し、一家転住の場合は、特例と
して参加を認める。

(6)参加選手は、あらかじめ健康診断を受け、当該校長の承認を必要とする。

８．競技中止条件 (1)本連盟作成の「新型コロナウイルス感染症に係る群馬県高体連主催大会等実施
ガイドライン」の「2. 県高体連主催大会再開に当たっての基本的考え方」に示
されている開催条件が整わない場合

(2)県内の感染状況に鑑みて、安全確保ができないと判断した場合
(3)その他、群馬県教育委員会又は群馬県高等学校体育連盟より大会の中止指示等
があった場合

９．表 彰 優勝校には優勝楯（持回り）を、団体３位までのチーム、及び個人男女上位６位
までに表彰状を授与する。

10．申込み方法 別冊申込書の一部を各高等学校でとりまとめて、参加校すべて４月２６日（月)
午後２時までに下記まで申し込みすること。
〒 371-0805 前橋市南町４－３５－１
県立前橋商業高校内 群馬県高等学校体育連盟事務局

11．プロ編成会議 ４月２８日(水)１０時 群馬県立沼田女子高等学校にて各顧問による組み合わせ
抽選会を行う。

12．関東大会出場権 男女とも上位各２チーム、および団体出場校以外で男女とも最上位の者各１名は、
６月５日（土）～６日（日）に神奈川県箱根市で開催される令和３年度関東高
等学校アーチェリー大会への出場権を得る。


